
個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務を
つかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 非該当

記録情報の経常的提供先

(名　称)

(所在地)

訂正及び利用停止に関する他の法令の規
定による特別の手続等

☑
法第60条第2項第2号

(マニュアル処理ファイル)
☐

有

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を
する個人情報ファイルである旨

非該当

(名　称)

(所在地)

行政機関等匿名加工情報の概要

(名　称)

(所在地)

作成された行政機関等匿名加工情報に関す
る提案をすることができる期間

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ
ているときはその旨

非該当

備　　　考

作成日（最終修正日）：令和７年４月１日 　　　　　　　　生涯学習課学校教育係

－

作成された行政機関等匿名加工情報に関す
る提案を受ける組織の名称及び所在地

－

－

－

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組
織の名称及び所在地

－

－

学齢児童生徒及び保護者

住民基本台帳

転入元、転入先の市町村教育委員会

開示請求等を受理する組織の名称及び所在
地

津別町教育委員会

津別町字豊永５番地１

－

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号
(電算処理ファイル)

政令第21条第7項に該当するファイル

児童生徒：氏名、性別、生年月日、年齢、続柄、住所
保護者：氏名、性別、住所

個人情報ファイル簿(単票)

学齢・生徒就学通知書（学齢簿）

津別町教育委員会

生涯学習課学校教育係

学校教育法施行令に基づく学齢簿の作成及び就学事務のため



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務を
つかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 非該当

記録情報の経常的提供先

(名　称)

(所在地)

訂正及び利用停止に関する他の法令の規
定による特別の手続等

☑
法第60条第2項第2号

(マニュアル処理ファイル)
☐

有

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を
する個人情報ファイルである旨

非該当

(名　称)

(所在地)

行政機関等匿名加工情報の概要

(名　称)

(所在地)

作成された行政機関等匿名加工情報に関す
る提案をすることができる期間

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ
ているときはその旨

非該当

備　　　考

作成日（最終修正日）：令和７年４月１日 　　　　　　　　生涯学習課学校教育係

－

作成された行政機関等匿名加工情報に関す
る提案を受ける組織の名称及び所在地

－

－

－

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組
織の名称及び所在地

－

－

申請のあった生徒及び保護者

保護者から申請

－

開示請求等を受理する組織の名称及び所在
地

津別町教育委員会

津別町字豊永５番地１

－

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号
(電算処理ファイル)

政令第21条第7項に該当するファイル

路線、申請日、住所、保護者氏名、通学者氏名、学年、乗車区間、 乗車
期間、定期券購入額

個人情報ファイル簿(単票)

バス通学補助

津別町教育委員会

生涯学習課学校教育係

津別高校通学費等補助要綱に基づき定期券代の３／４を申請者に支出
するため



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務を
つかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 非該当

記録情報の経常的提供先

(名　称)

(所在地)

訂正及び利用停止に関する他の法令の規
定による特別の手続等

☑
法第60条第2項第2号

(マニュアル処理ファイル)
☑

有

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を
する個人情報ファイルである旨

非該当

(名　称)

(所在地)

行政機関等匿名加工情報の概要

(名　称)

(所在地)

作成された行政機関等匿名加工情報に関す
る提案をすることができる期間

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ
ているときはその旨

非該当

備　　　考

作成日（最終修正日）：令和７年４月１日 生涯学習課社会教育係

－

作成された行政機関等匿名加工情報に関す
る提案を受ける組織の名称及び所在地

－

－

－

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組
織の名称及び所在地

－

－

事業参加者

保護者より提出された登録用紙

―

開示請求等を受理する組織の名称及び所在
地

津別町教育委員会生涯学習課

津別町字豊永５番地１

―

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号
(電算処理ファイル)

政令第21条第7項に該当するファイル

1氏名、2学年、3性別、4保護者氏名、5電話番号、6生年月日

個人情報ファイル簿(単票)

アソビバ！つべつ事業参加者名簿

津別町教育委員会

生涯学習課社会教育係

事業参加者の把握及び緊急時に関係各者と迅速に連絡を取り合うため



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務を
つかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 非該当

記録情報の経常的提供先

(名　称)

(所在地)

訂正及び利用停止に関する他の法令の規
定による特別の手続等

☑
法第60条第2項第2号

(マニュアル処理ファイル)
☑

有

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を
する個人情報ファイルである旨

非該当

(名　称)

(所在地)

行政機関等匿名加工情報の概要

(名　称)

(所在地)

作成された行政機関等匿名加工情報に関す
る提案をすることができる期間

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ
ているときはその旨

非該当

備　　　考

作成日（最終修正日）：令和７年４月１日 生涯学習課社会教育係

－

作成された行政機関等匿名加工情報に関す
る提案を受ける組織の名称及び所在地

－

－

－

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組
織の名称及び所在地

－

－

講座出席者

寿大学入学届

―

開示請求等を受理する組織の名称及び所在
地

津別町教育委員会生涯学習課

津別町字豊永５番地１

―

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号
(電算処理ファイル)

政令第21条第7項に該当するファイル

1氏名、2学年、3性別、5電話番号、6生年月日

個人情報ファイル簿(単票)

寿大学講座出席者名簿

津別町教育委員会

生涯学習課社会教育係

講座出席者の把握及び緊急時に関係各者と迅速に連絡を取り合うため



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務を
つかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 非該当

記録情報の経常的提供先

(名　称)

(所在地)

訂正及び利用停止に関する他の法令の規
定による特別の手続等

☑
法第60条第2項第2号

(マニュアル処理ファイル)
☑

有

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を
する個人情報ファイルである旨

非該当

(名　称)

(所在地)

行政機関等匿名加工情報の概要

(名　称)

(所在地)

作成された行政機関等匿名加工情報に関す
る提案をすることができる期間

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ
ているときはその旨

非該当

備　　　考

作成日（最終修正日）：令和７年４月１日 生涯学習課社会教育係

－

作成された行政機関等匿名加工情報に関す
る提案を受ける組織の名称及び所在地

－

－

－

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組
織の名称及び所在地

－

－

事業参加者

入会申込書、事業参加申込み

―

開示請求等を受理する組織の名称及び所在
地

津別町教育委員会生涯学習課

津別町字豊永５番地１

―

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号
(電算処理ファイル)

政令第21条第7項に該当するファイル

1氏名、2住所、3電話番号、4生年月日

個人情報ファイル簿(単票)

かるっちゃつべつ事業参加者名簿

津別町教育委員会

生涯学習課社会教育係

事業参加者の把握及び緊急時に関係各者と迅速に連絡を取り合うため



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務を
つかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 非該当

記録情報の経常的提供先

(名　称)

(所在地)

訂正及び利用停止に関する他の法令の規
定による特別の手続等

☑
法第60条第2項第2号

(マニュアル処理ファイル)
☑

有

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を
する個人情報ファイルである旨

非該当

(名　称)

(所在地)

行政機関等匿名加工情報の概要

(名　称)

(所在地)

作成された行政機関等匿名加工情報に関す
る提案をすることができる期間

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ
ているときはその旨

非該当

備　　　考

作成日（最終修正日）：令和７年４月１日 生涯学習課社会教育係

－

作成された行政機関等匿名加工情報に関す
る提案を受ける組織の名称及び所在地

－

－

－

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組
織の名称及び所在地

－

－

事業参加者

事業参加申込み

―

開示請求等を受理する組織の名称及び所在
地

津別町教育委員会生涯学習課

津別町字豊永５番地１

―

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号
(電算処理ファイル)

政令第21条第7項に該当するファイル

1氏名、2住所、3電話番号、4生年月日

個人情報ファイル簿(単票)

体育事業参加者

津別町教育委員会

生涯学習課社会教育係

事業参加者の把握及び緊急時に関係各者と迅速に連絡を取り合うため



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務を
つかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 非該当

記録情報の経常的提供先

(名　称)

(所在地)

訂正及び利用停止に関する他の法令の規
定による特別の手続等

☑
法第60条第2項第2号

(マニュアル処理ファイル)
☑

有

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を
する個人情報ファイルである旨

非該当

(名　称)

(所在地)

行政機関等匿名加工情報の概要

(名　称)

(所在地)

作成された行政機関等匿名加工情報に関す
る提案をすることができる期間

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ
ているときはその旨

非該当

備　　　考

作成日（最終修正日）：令和７年４月１日 生涯学習課社会教育係

－

作成された行政機関等匿名加工情報に関す
る提案を受ける組織の名称及び所在地

－

－

－

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組
織の名称及び所在地

－

－

事業参加者

事業参加申込み

―

開示請求等を受理する組織の名称及び所在
地

津別町教育委員会生涯学習課

津別町字豊永５番地１

―

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号
(電算処理ファイル)

政令第21条第7項に該当するファイル

1氏名、2住所、3電話番号、4生年月日

個人情報ファイル簿(単票)

紅葉マラソン大会参加者名簿

津別町教育委員会

生涯学習課社会教育係

事業参加者の把握及び緊急時に関係各者と迅速に連絡を取り合うため



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務を
つかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 非該当

記録情報の経常的提供先

(名　称)

(所在地)

訂正及び利用停止に関する他の法令の規
定による特別の手続等

☑
法第60条第2項第2号

(マニュアル処理ファイル)
☐

有

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を
する個人情報ファイルである旨

非該当

(名　称)

(所在地)

行政機関等匿名加工情報の概要

(名　称)

(所在地)

作成された行政機関等匿名加工情報に関す
る提案をすることができる期間

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ
ているときはその旨

非該当

備　　　考

児童生徒：氏名、住所
保護者：氏名、住所

個人情報ファイル簿(単票)

給食対象者名簿

津別町教育委員会

生涯学習課学校給食係

給食費を賦課するにあたり、給食対象者および給食の提供を希望する児
童生徒を把握する必要があるため

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組
織の名称及び所在地

－

－

給食対象者児童生徒及び保護者

学校および教育委員会よりメール送信を受ける

－

開示請求等を受理する組織の名称及び所在
地

津別町教育委員会

津別町字豊永５番地１

－

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号
(電算処理ファイル)

政令第21条第7項に該当するファイル

作成日（最終修正日）：令和７年４月１日 　　　　　　　　生涯学習課学校給食係

－

作成された行政機関等匿名加工情報に関す
る提案を受ける組織の名称及び所在地

－

－

－



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務を
つかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨

記録情報の経常的提供先

(名　称)

(所在地)

訂正及び利用停止に関する他の法令の規
定による特別の手続等

☑
法第60条第2項第2号

(マニュアル処理ファイル)
☐

有

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を
する個人情報ファイルである旨

非該当

(名　称)

(所在地)

行政機関等匿名加工情報の概要

(名　称)

(所在地)

作成された行政機関等匿名加工情報に関す
る提案をすることができる期間

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ
ているときはその旨

非該当

備　　　考

児童生徒：氏名、住所
保護者：氏名、住所

個人情報ファイル簿(単票)

給食費納入通知書

津別町教育委員会

生涯学習課学校給食係

給食利用の児童生徒の保護者へ納入通知書を送付するため

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組
織の名称及び所在地

－

－

給食対象者児童生徒及び保護者

学校および教育委員会より受けた給食対象者名簿に基づく

－

開示請求等を受理する組織の名称及び所在
地

津別町教育委員会

津別町字豊永５番地１

－

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号
(電算処理ファイル)

政令第21条第7項に該当するファイル

作成日（最終修正日）：令和７年４月１日 　　　　　　　　生涯学習課学校給食係

－

作成された行政機関等匿名加工情報に関す
る提案を受ける組織の名称及び所在地

－

－

－



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務を
つかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 該当

記録情報の経常的提供先

(名　称)

(所在地)

訂正及び利用停止に関する他の法令の規
定による特別の手続等

☑
法第60条第2項第2号

(マニュアル処理ファイル)
☐

有

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を
する個人情報ファイルである旨

非該当

(名　称)

(所在地)

行政機関等匿名加工情報の概要

(名　称)

(所在地)

作成された行政機関等匿名加工情報に関す
る提案をすることができる期間

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ
ているときはその旨

非該当

備　　　考

1氏名、2性別、3生年月日、4保護者氏名、5住所、6電話番号

個人情報ファイル簿(単票)

図書室利用登録事務

津別町教育委員会

生涯学習課社会教育係

図書館の利用者を登録することで、安全かつ迅速に所蔵する資料の貸出
を行うため。

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組
織の名称及び所在地

－

－

図書の貸出を希望するもので利用者登録用紙により登録を済ませ、図書
カードの交付を受けた者。

本人より提出された「利用者登録用紙」を職員が電子処理したもの。

―

開示請求等を受理する組織の名称及び所在
地

津別町中央公民館図書室

津別町字豊永５番地１

―

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号
(電算処理ファイル)

政令第21条第7項に該当するファイル

作成日（最終修正日）：令和７年４月１日 　　　生涯学習課社会教育係

－

作成された行政機関等匿名加工情報に関す
る提案を受ける組織の名称及び所在地

－

－

－


